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特定農薬（特定防除資材）に該当しない資材の取扱いについて

特定農薬（特定防除資材）については、農薬取締法（昭和２３年法律第８２号。以下

「法」という。）第２条第１項ただし書の規定に基づき、原材料に照らし農作物等、人

畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及

び環境大臣が指定する農薬とされている。

農林水産省及び環境省では、平成１４年１１月から１２月までの間に公募によって収

集した、特定農薬の候補となる資材の情報を基に、農業資材審議会及び中央環境審議会

における検討の結果を踏まえつつ、平成１５年３月に、食酢、重曹及び使用場所の周辺

で採取された天敵を特定農薬として指定したところである。

一方、その際に、情報提供があった他の多くの資材についても、農業資材審議会及び

中央環境審議会において検討が行われ、これらのうち、

① １７種類の資材については、薬効は認められるものの、使用方法によっては安全性

に懸念があることから、登録農薬でない限り農作物等を害する病害虫の防除及び農作

物等の生理機能の増進又は抑制を目的として（法第１条の２参照。以下「農薬とし

て」という。）使用すべきでないこと、

② また、５８種類の資材等については農薬に該当しないと判断される

との結論が得られたところである。

こうした検討の結果を踏まえ、今般、別紙１及び別紙２に掲げる資材については、農

薬として使用するためには法第２条第１項の規定に基づき農林水産大臣の登録が必要で

ある資材として、また、別紙３に掲げる資材については、法第１条の２に規定する農薬

に該当しない資材として取り扱うこととするので、貴職におかれては、この旨御了知の

上、下記の事項に留意するよう、貴県 内の関係者への周知及び指導の徹底に努められ※１

※２たい。



記

１ 資材の製造、輸入又は販売に係る取扱い

（１）別紙１に掲げる資材は、過去に農薬としての登録があったが、現在、登録がない

資材であり、これらの資材を農薬として製造又は輸入する者は、法第２条第１項に

基づき農薬として農林水産大臣の登録を受ける必要があること。

（２）別紙２に掲げる資材は、現在、農薬としての登録がある資材であるが、これらの

資材を新たに農薬として製造又は輸入する者は、法第２条第１項に基づき農薬とし

て農林水産大臣の登録を受ける必要があること。

（３）別紙１及び別紙２に掲げる資材を販売する場合には、法第２条第１項に基づく登

録があり、法第７条の規定による表示のある農薬でなければならないこと。

２ 資材の使用に係る取扱い

（１）別紙１に掲げる資材については、現在、農薬の登録がないため、農薬として使用

できないこと。

（２）別紙２に掲げる資材を農薬として使用する場合には、農薬の容器又は包装に法第

７条の規定による表示のあるものを、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定め

る省令」（平成１５年３月７日農林水産省・環境省令第５号）を遵守して使用しな

ければならないこと。

（３）別紙３の１から３までに掲げる資材又は動植物については、法第１条の２に規定

する農薬に該当しないと判断されること。また、別紙３の４に掲げる資材について

は、提供された情報の中に記入されていた使用目的・使用方法で使用される限りに

おいては、農薬に該当しないと判断されるものの、これらの資材を農薬として使用

した場合は、法に違反することとなること。

（施行注意）

※１ 北海道あてには「貴道」、東京都あてには「貴都」、京都府及び大阪府あてには「貴府」とす

る。

※２ 別添１あての場合には、「貴傘下団体に対し、周知方よろしくお願いする。」とする。


